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研究成果の概要（和文）： 

著作権法上の間接侵害に関して、比較法的および民法学からの観点から研究を進めた結果、当

初計画以上の総合的検討を深めることができ、２０１１年に出された２つの最高裁判決を含む

重要な裁判例とこれらをめぐる議論の展開に貢献することができた。その成果は、解釈論とし

てはもちろんのこと、立法論としても展開する予定であり、すでに論文や学会発表あるいは立

法政策への貢献という形で具体化しはじめている。 

 
研究成果の概要（英文）： 
I accomplished a great deal of study with regard to an indirect infringement in Copyright 
Law, by examining the discussion from the perspective of comparative law and civil law, 
while there has been a comprehensive discussion especially over two decisions of the 
Supreme Court in 2011. I have already produced and am producing a visible result of my 
study in the field of interpretation and legislation. 
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１．研究開始当初の背景 
 研究開始（平成１９年）当時、すでにＰ２
Ｐファイル交換サービス提供者に関する「フ
ァイルローグ事件」（東京地中間判平成１５
年１月２９日判時１８１０号２９頁）や、集
合住宅向けハードディスクビデオレコーダ
ーシステムに関する「選撮見録事件」（大阪

地判平成１７年１０月２４日判時１９１１
号６８頁）などの裁判例が登場し始めており、
いわゆるカラオケ法理の著作権法上の間接
侵害について議論が高まり始めていた。 
 また、これを受けて文化庁の文化審議会著
作権分科会法制問題小委員会においても、著
作権法上の間接侵害に関して立法的対応を
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模索する動きも始まろうとしていた（とりわ
け司法救済ワーキングチーム）。 
 したがって、この問題をめぐる議論は盛り
上がり始めていたものの、その議論は混迷を
極め、解釈論も立法論も明確な方向性を見い
だせていない状況であった。 
 
２．研究の目的 
 そこで、本研究は、著作権法上の間接侵害
について網羅的かつ総合的に検討し、これを
基礎として、現行法を前提とした解釈論はも
ちろんのこと、将来の立法論についても具体
的な方向性を模索することを目的とするも
のである。 
 
３．研究の方法 
 具体的には、まずわが国における議論の再
整理を行った上で、間接侵害の基礎であるは
ずの差止請求の一般的理論や民法上の物権
的請求権をめぐる議論、さらには同様の問題
を抱える外国法の議論を中心として総合的
に検討するという方法がとられた。 
 具体的には、民法上の物権的請求権につい
ては内外の議論についてさまざまな観点か
ら検討を行うとともに、ドイツ・アメリカ・
イギリスといった外国法におけるそれぞれ
の立法例とこの問題をめぐる裁判例や議論
を研究するというものである。 
 その上で、あわせて著作権法だけでなく、
他の知的財産法（すなわち特許法や商標法）
における間接侵害との関係についても検討
することによって、知的財産法の全体におけ
る間接侵害に関する総合的研究を発展させ
るといった方法がとられたのである。 
 
４．研究成果 
 以上のような研究の結果、非常に大きな成
果が得られた。 
 予定した上記のような研究内容を実現で
きたのはもちろんのこと、本研究を実施した
４年間というのは、本研究テーマである著作
権法上の間接侵害という問題が、学界におい
ても、実務においても、常に最重要論点とし
て極めて盛んな議論が繰り広げられ続けた
時期であったことは本研究にとっても幸運
なことであった。 
 たとえば、この間、東京地判平成１９年５
月２５日〔ＭＹＵＴＡ事件〕、知財高判平成
２２年９月８日〔ＴＶブレイク事件〕、最三
小判平成２３年１月１８日〔まねきＴＶ事
件〕、最一小判平成２３年１月２０日〔ロク
ラクⅡ事件〕といった極めて重要な判決が続
き、その都度こうした判決をめぐって学界も
実務も議論が盛り上がった。 
 とりわけ、日本のテレビ番組を海外で視聴
できるようにするサービスをめぐって多数
の事件が訴訟となった。たとえば、ロクラク

Ⅱ事件においては、サービス提供者に対して
放送局が著作権等の侵害を理由とする差止
請求を行ったところ、地裁はサービス提供者
の責任を肯定したのに対し（東京地判平成２
０年５月２８日）、知財高裁は、地裁判決を
取り消して、放送局側の請求を棄却したが
（知財高判平成２１年１月２７日）、その後、
最高裁は知財高裁の判決を破棄し、これを知
財高裁に差戻したのであり（最一小判平成２
３年１月２０日）、このようなダイナミック
な展開は、わが国の著作権法学史上最大とい
ってよいほどの大きな話題を呼んだのであ
る。 
 本研究の最終段階に至るまでこうした新
しい動向が続き、本研究期間を通じて極めて
華々しい議論が展開されたことは、本研究の
深化に寄与したのみならず、本研究もそうし
た議論の展開を促すことに貢献したものと
認識している。 
 さらに、こうした動向は日本だけにとどま
らなかった。研究期間中に研究代表者が在外
研究していたドイツにおいても、２０１０年
５月１２日に連邦通常裁判所（ＢＧＨ）がワ
イヤレスＬＡＮをめぐる事件でいわゆる「妨
害者責任」を肯定する判決を出し、これをめ
ぐってドイツでも幅広い議論が今も続いて
いる。こうした議論にリアルタイムで接する
ことができたのは、本研究にとっても幸運な
ことであった。 
 このように、本研究は、国内・国外ともに
極めてタイミングのよい時期に、まとまった
時間をとって総合的な検討を進めることが
できたのである。本研究が大きな成果を得る
ことができたのはそのような背景によると
ころも大きいといえよう。具体的には現在発
表を進めているところであるが、おおむね下
の通りである。 
 まず、解釈論における成果についてである。
すなわち、わが国の現行著作権法１１２条を
中心とする規定に関して、本研究の結果、さ
まざまな有益な示唆を得ることができた。ち
ょうど２０１０年には、東京大学の大渕哲也
教授による論考（大渕哲也「著作権侵害に対
する救済（１）（２）――著作権の間接侵害
（１）（２）」法学教室３５６号１４２頁、３
６０号１３７頁〔２０１０年〕）が発表され、
本問題に対する理論的検討が佳境を迎えつ
つある段階にあって、本研究においても、こ
の研究期間全体の蓄積を基礎として、こうし
た解釈論についての検討を深めることがで
きたと考えている。そこでは、とりわけ従来
「カラオケ法理」といわれていた理論ないし
判例法理に関して、その経緯や意義をはじめ、
民法学や比較法の観点から問題点を総合的
に分析することができ、これをあらためて批
判的に検討することができた。 
 他方、立法論における成果についてである。



 

 

具体的には、わが国の現行著作権法１１２条
および１１３条の改正の方向に関して有意
義な知見を得たと考えている。そこでは、海
外の立法例はもちろんのこと、わが国の国内
法についても、著作権法だけにとどまらず知
的財産法全体の観点からの検討が必要かつ
有用であるところ、そうした点からしても総
合的な立法論が模索できたと考えている。 
 以上のような研究成果は、今後、複数の論
文で発表していくのはもちろんのこと、これ
に加えて学会や研究会でも精力的に発表し
ていく。すでに、２０１１年５月２３・２４
日に開催されたマカオＩＰセミナー「知的財
産権の間接侵害」（Consumers, Facilitators, 
and Intermediaries : IP Infringers or 
Innocent Bystanders?）において、この問題
に関して、各国（アメリカ、イギリス、ドイ
ツ、フランス、オーストラリア、韓国、日本）
からそれぞれの研究者から報告がなされた
ところ、本研究代表者は、わが国における著
作権の間接侵害の最新状況について講演し
た。ここでは、本研究の成果を発表すること
ができたほか、諸外国の研究者と議論するこ
とができ、わが国では最高裁判決によって著
作権侵害とされたテレビ番組録画サービス
について、ドイツだけではなく、シンガポー
ルなどにおいてはこれを適法とした裁判例
があるなどの国際的な議論がなされ、わが国
の客観的・相対的な位置づけがより明確にな
った貴重な機会であった。そのほか、２０１
１年８月５日知的財産判例研究会（主催：財
団法人比較法研究センター）における講演な
ど、本研究の成果を発表する機会がさまざま
に用意されている。 
 さらに、立法論に関しても、政府における
立法政策に積極的かつ具体的に関与し、社会
貢献を実現していく予定である。具体的には、
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会
に設置されている司法救済ワーキングチー
ムが、２０１１年も議論を継続することとな
っており、設置当初からチーム員であった研
究代表者もこれに参画することになってお
り、いよいよ具体的な立法政策を進めていく
ことになるのである。 
 このように、本研究の成果は、一方でアカ
デミックな理論研究である反面、これにとど
まらず、現実世界において喫緊の課題となっ
ている本問題について、解釈論および立法政
策に具体的な関与をしていくものであり、こ
れを通じて社会貢献を展開するものである
と自負している。 
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